
第２章 調査結果と協議概要 

 

 「地方電化マスタープラン調査」予備調査団は、6月 17 日よりブータン側関係機関と本件調査の具体的な

内容に関する協議を行い、当初の予定どおり 6月 27 日に合意した内容を実施細則（S/W）及び協議議事録（M/M）

にとりまとめ、貿易産業省エネルギー局 Dasho. Karma Dorjee 次官との署名交換を行った。合意事項及び確

認された事項は以下に示すとおりである。 

 

2.1 主協議者とS/W署名者 

 本案件は、DOE局長とBPC社長とを兼務するMr. Sonam Tschering、及びDOE企画・調整部長Mr. Bharat Tamag

がキーパーソンとなる。ブータン側と協議の上、S/Wの署名者はDOEの次官であるMr. Karma Dorjeeとした。

一義的なカウンターパートとなるのはDOEであるが、開発調査の効果的・効率的な実施にはBPCの積極的な協

力が不可欠なため、現在DOE局長とBPC社長とを兼務するMr. Sonam Tscheringからの署名も徴し、BPCの協力

姿勢を確認することとした。（DOEが政策・計画を担当するのに対して、BPCは、政府予算に基づく地方電化事

業の実施主体であり、電力事業に係る技術的知見を持つ人材を多く擁している。） 

 

2.2 本格調査の実施内容（目的、実施方法、成果品等） 

（1）本格調査の目的 

対処方針どおり、開発調査の目的を、ブータンにおける2020年までの完全電化達成のための地方電化マ

スタープランを立案すること、ブータン側がマスタープランを継続的に改訂するために必要な技術移転・

関連組織の能力強化を行うこととした。 

調査団からは、特に、現地調査の過程で調査・分析作業をカウンターパートとともに行うことにより、

マスタープランの完成後もカウンターパートが自立的かつ継続的にローリングプランとして改訂していく

ことや、地方部に存在する設備の適切な維持管理を実施していくことが可能となるように技術移転・カウ

ンターパート機関の協力強化を行うことの重要性を説明し、ブータン側の同意を得た。 

 

（2）パワーシステムマスタープラン策定スケジュールと本格調査スケジュールの関係 

 ノルウェー開発協力庁（NORAD：Norwegian Agency for International Development）の協力により検討

作業が進行中であるパワーシステムマスタープラン（PSMP：Power System Master Plan）の最終報告書

は2003年12月に完成する予定であることが確認された。 

なお、2020年までの高圧送電系統計画については、DOEとして概略案を持っており、資金調達計画を含む

事業実施計画も具体化していることから、PSMPで提示される高圧送電系統計画は、DOEの計画と内容が大き

く異なる可能性はないこと、従って、DOEによる高圧送電系統計画をマスタープランにおける検討の基礎と

することが適当と考えること、第10次5ヵ年計画への反映及び気象条件（雨季の時期等）を考慮すれば11月

の開始が望ましいと考えていることが説明され、調査団として検討した結果を踏まえてブータン側と協議

の上、(3)③に記載の対応をとるものとした。 
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（3）マスタープランの内容（成果品） 

① 目標年度 

マスタープランの目標年度については、当初想定どおり2020年とすることとした。なお、マスタープラ

ンにおける事業実施計画立案に際しては、5ヵ年計画とのリンケージを考慮し、2007年、2012年、2017年、

2020年という中間目標年度を設定することが望ましいとのブータン側意向が示された。 

 

② 対象地域 

対象地域については、対処方針どおり、ブータン全域（20県）とした。 

 

③ 計画立案（マスタープラン）の対象範囲 

 2020年を目標年限とした大規模電源開発計画（150ＭＷ以上）及び高圧送電系統計画をどのように取り

扱うべきか、という点につき協議し、ブータン側がJICAの協力に期待するのは、高圧送電系統計画ではな

く、33KV、11KVの中圧配電系統計画であることを確認した。 

DOEは将来の水力開発計画を考慮した2020年まで高圧送電系統計画を持っており、NORADの調査結果とも

大きな違いは生じないとの説明がブータン側からあった。 

調査団は、当初、本格調査は本年中にノルウェーの協力により策定される予定の高圧送電系統のマスタ

ープランをベースとして、そこから中圧配電線を延長していく方法を考えていたが、関係者からのヒアリ

ング及び新たに入手できた資料分析結果から、NORADの調査における需要の地理的分布の把握が不十分で

あると見られたことから、配電計画は需要地の配電用変電所の計画を先に固め、その分布状況から見て、

高圧変電所のふさわしい地点についてフィードバックを行う方が、配電側のマスタープランの検討にふさ

わしいと判断した。 

本格調査においては、NORADのPSMPで行われた県単位での需要予測を参考にしつつ、社会経済データに

基づく独自の需要想定（村落毎の電力需要規模及びその地理的分布）、及び配電用変電所の地理的分布を

勘案の上、PSMPの最終報告書で示される高圧変電所設置地点の妥当性を検証の上、必要に応じ高圧変電所

設置地点についても提言を行うものとした（本格調査では、12月に出るNORADの調査結果及びDOEの計画を

参考にすることになる）。 

 

④ オフグリッド電化計画の取り扱い 

本格調査の重点はグリッド計画の立案となること、人口密度、オフグリッド電化計画については、代表

的な複数地点についての村落現地調査結果（小水力ポテンシャル、需要原単位、支払可能額、社会･経済指

標等の情報収集・分析）に基づいて、複数の電化手法のモデルプラン（複数のパターン）を作成の上、か

かるモデルプランに基づき全国レベルでの検討を行うという考え方につきブータン側の合意を得た。 

 

⑤ 他セクターの開発計画とのリンケージの考慮 

電化のインパクトを最大化するという観点から、道路、通信、教育、医療、農業等の他セクターの開発

計画とのシナジー効果を念頭に、これらセクターの開発計画を十分踏まえた計画策定を行うべきであると
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いう我が方の考え方を説明し、同意を得た。 

なお、ブータン側からは、グリッドによる電化を行うエリアを検討する際に特に重視すべきなのは道路

開発計画であるとの見方が示された。関係省庁のコーディネ－ティングコミッティーへの参加については

DOEが必要に応じてアレンジすることとした。 

 

（4）技術移転及びキャパシティビルディングの方法 

 本格調査時の現地作業においてカウンターパートと共同で作業を行うことで電化計画立案に必要とされ

る技術移転・カウンターパート機関のキャパシティビルディングを図ることを提案した。また、必要に応

じて複数名を日本におけるカウンターパート研修に招聘することが可能であることを説明した。ブータン

側からは、計画策定能力強化という観点からも、コンサルタントが一方的に調査を実施し、レポートを作

成するのではなく、調査の過程においてブータン側関係者への技術移転がなされることに期待している旨

が強調された。 

また、ブータン側から、電化計画（優先順位）は、各県の代表者の参加を得つつ、合意形成を行いなが

ら立案することが極めて重要であり、開発調査期間中、最低3回（インセプション、インテリム、ドラフト

ファイナルレポート協議時）は各県の代表者を対象としたワークショップを開催したいとの意向が示され、

調査団はこれを了承した。 

 

（5）ブータン側実施体制 

要請案件のカウンターパート機関はDOEとなるが、開発調査実施のためには、既存の送変配電設備及び計

画中の送変配電設備に係る正確な理解が必要であること、DOEが策定した計画に基づき事業を実施する主体

となるBPCの積極的な関与が不可欠であることを説明し、DOE、BPCからのカウンターパート配置についてブ

ータン側の確約を得た。 

カウンターパートメンバーリスト（所属部署、役職、氏名等を含む）については、本格調査団の団員構

成が概略確定した段階で団員構成をブータン側に通報すれば、これを踏まえてブータン側が作成の上、ブ

ータン駐在員事務所を通じて速やかに提出する用意があるとの回答を得たため、この旨をM/Mに記載した。 

 

（6）グリッド電化計画策定のためのソフトウェア 

ブータン側から、ブータン電力公社の計画担当部門は、系統解析用ソフトウェアとして、世界的に有名

なアメリカPTI社製の系統解析用PSS/E、配電解析用PSS/ADEPT、PSS/U等のソフトウエア及びインド製の

「MiPower」を所有しているが、PTI社製品は操作方法が複雑で活用に熟練を要すること、研修費用が極め

て高いため、実際には「MiPower」が活用されていること、既に12人がインドでMiPowerの研修を受け、操

作を習得していること等から、本格調査に際しても、「MiPower」を使用するのが現実的であるとの説明が

あった。 

調査団は、本格調査終了後のF/S作業（ADBによるTAが想定される）とのデータの互換性、維持管理・操

作の容易さに留意しながら使用するソフトウェアを検討することとした。 
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（7）ローカルコンサルタント（村落データ収集）の活用 

ブータンの地方部村落の大部分は未電化（未電化村落数は約2000）であり、そのデータ収集は本格調査

に必要不可欠である一方、アクセスの問題等から膨大な時間を要することから、現地再委託による情報収

集を想定している旨を説明、ブータン側の理解を得た。また、ローカルコンサルタントの調査実施能力、

コスト等に係る情報収集を行った。 

 

（8）地図等データの持ち出し 

 地図データの国外持ち出しは許可があれば可能であることを確認した（DOEがSurvey of Bhutanの間で

協定文書を取り交わすことにより、持ち出しも可能となる）。 

 

（9）ブータン側の便宜供与事項 

 本格調査の円滑かつ効率的な実施のために、①什器備品（机、椅子、キャビネット等）を伴うDOE内の執

務スペース、②通信回線（電話、ファックス、及びインターネット接続）が必要であることから、遅くと

も本格調査団の現地到着時点には、これらの便宜供与がなされ、必要な執務環境が整備されている必要が

あることを説明した。什器備品を伴う執務室については実際に部屋を視察の上、執務環境に特段問題ない

ことを確認した。 

 

（10）調査用資機材 

調査用資機材として、パソコン、プリンタ、コピー機、ファクシミリ機、GISソフトウェア、配電系統解

析用ソフトウェア、GPS機器等の機材調達が要望され、持ち帰り検討することとした。 
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2.3 本格調査実施に必要な情報の収集 

 以下の点を中心に情報収集を行った。 

 

（1）関連プロジェクトの動向 

① Water Resources Management Plan and Updating of the Power System Master Plan 

Water Resource Management Plan（WRMP、1990年に作成されたものの改訂）はインド向け輸出用大

型水力発電所の開発計画（最終報告書完成済み）であり、Power System Master Plan（PSMP、1993

年に作成されたものの改訂）はWRMPを基にインド向け電力輸出を主体として高圧送電系統計画を策定

するものである。 

WRMPは、インドへの輸出可能性等を始めとする8段階の選定基準により、水力発電所開発候補78地

点から20点地点を選定し、さらにその20地点の中から、環境影響評価、事前設計等を通じて11候補地

点の有望地点を選定し、その詳細を比較したものである。 

PSMP見直し作業は、その前提となるWRMPの完成が遅れたため、本年9月から開始され12月に完成予

定である。ただし、2020年までの時点について、エネルギー局（DOE）は将来の水力開発計画を考慮

したPower System Master Planを持っており、NORADの調査結果とも大きな食い違いは生じない見込

みである。（122，124ページ参照） 

 

② RE-3 

 第9次5カ年計画期間中に電化が計画されている15000世帯分の計画・設計（入札図書）が完了して

おり、今年7月には、ADBとコンサルタント（SMEC）がブータンを訪問し、アプレイザルを行う予定と

なっている。 

15000世帯分の電化事業資金調達については、8000世帯分（Chhuka, Lhuntse, Mongar, Pemagatshel, 

Punakha, Samtse, Sarpang, Trashigangの8県）は、ADBローン、3000世帯分（Paro, Samdrup Jongkha, 

Trashi Yangtse, Zhemgang, Gasa, Wangdi Phodrang の 6県）はオランダ SDS（ Sustainable 

development secretariat）のグラント、1000世帯分（HaとThimphuの2県）は、オーストリアACB

（Austrian coordination bureau）グラントで賄う計画である。 

残る3000世帯分（Dagana, Tsirang, Trongsa, Bumthangの4県）については援助ドナーが決まって

いないため、政府予算により事業が実施される可能性もある旨が説明された（DOEからは、この3000

世帯分について日本の借款に期待する意向も示された）。 

 

（2）事業化の考え方 

財務省（援助債務負担局長）は、「Prudent and cautious」をキーワードとして国の経済規模に合った堅

実な債務管理を行っている（現状では DSR5％前後、債務残高 GDP 比 30％前後）。ブータンの最近の DSR は 5％

前後で推移しており、対外借入には非常に慎重となっている。日本の無償支援には大きな期待を有している

一方、円借款は将来的に必要資金のギャップを埋められない時に Last resort として cautious に考えたい

とのことであった。 
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計画委員会次官は、対外借入は Last resort としながらも、借款援助は通信やエネルギーといった大規模

なインフラ投資に有効であるとの意見であり、債務負担レベルに注意しつつも将来的な資金源の候補として

は悪くないとの考えを有している。 

各セクター担当省庁はグラントに加えてローンの援助も希望している一方、財務省は債務管理に慎重であ

りローン援助は資金ギャップを埋められない場合のみに要請する方針をとっている。 

 

（3）環境配慮事項 

地方電化計画に関連する主な環境行政機関はNEC（National Environmental Commission）およびMOA

（Ministry of Agriculture）であることが確認された。また、配慮すべき環境法規としてEnvironmental 

Assessment Act(2000)、Regulation on Strategic Environmental Assessment (2002)が重要であることが

明らかになった。 

マスタープランの策定段階においてはこれら法規および関連ガイドラインを踏まえた上で、適切な環境配

慮を盛り込む必要がある。特に近年の海外援助における動向を考慮し、本格調査においてはNECを含む関連

機関の参加による戦略的環境影響評価（Strategic Environmental Assessment：SEA）の実施をS/Wに盛り込

んだ。 

電化マスタープラン策定において配慮すべき環境脆弱域については、森林保護区、国立公園、貴重生物生

息域等についてMOAが地図化しており、本格調査においてもこれらを利用することが可能であることが明ら

かになった。一方で景勝地、宗教的重要地、文化財等の社会的脆弱地については法的指定や地図化が行われ

ておらず、必要なものについて本格調査で把握し、環境配慮を検討する必要がある。 

 

（4）GISマップの準備状況 

Survey of Bhutanによるデジタルマッピングは、ArcView GIS 3.1に基づき実施されており、これま

でに35枚/80枚が完成しているが、全体が完成するのは2007年となる見込みである。一方、Ministry of 

agricultureにより作成され、RE-3でも使用されたデジタルマップ（Land use map）は、既にDOEが所有し

ており、地方電化マスタープランに使用可能だが、同マップは正確さに欠け、等高線が40メートル間隔であ

ること、住宅位置等の情報も入力されていないこと等から、できればSurvey of Bhutanによるマップを使

用したいというのがブータン側の意向であった。Survey of Bhutanによるマップが未完成の地域について

はMinistry of AgricultureによるLand use mapを使用し、ローカルコンサルタントによる村落調査で

これを補うという方法を取るものとした。 

 

（5）村落データ 

 内務省での聞き取り調査によって、①戸籍登録局が国勢調査を実施しており、各村の位置、世帯数、家族

構成を含む全国の村落データが集積されていること、②1999 年に開始されて以来、戸籍登録局で訓練を受

けたスタッフが郡（Gewog:全国に 201 ある）を訪ね、各家庭の代表者に来てもらって聞き取り調査をすると

いう方法で行っていること、③毎年 5県（Dzongkhag）分を実施してきており、来年末までには 20 県の戸籍

データが整備される予定であること、④DOE を通じた正式なリクエストがあればデータの入手・利用は可能
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であること等を確認した。また、未電化村落リストについて DOE に対し BPC の各地方事務所を活用して作成

するよう依頼した。 

 

2.4 署名した M/M の概要 

 

（1）地方電化マスタープランのコンセプト 

 調査団と DOE は共同で本格調査の概念図と作業フローを作成した。県毎の地方電化本格調査でのアウト

プットで期待されるものは、マスタープラン及び国家のアクションプラン（政策、規則、財務戦略、計画・

実施能力、技術面）となる。  

 

（2）カウンターパート人員 

 本格調査目標の重要な要素である技術移転が確実に行われるよう、DOE と BPC は、調査団と共同で検討

作業を実施するカウンターパート人員を配置する。カウンターパートは、関連する技術・経験・スキルを

有するものとする。必要に応じて関連する政府組織からもカウンターパート人員の配置がなされるものと

する。JICA は、DOE に本格調査団の団員構成を提出し、これに基づいて DOE はカウンターパート人員リス

トを作成し、JICA に提出する。  

 

（3）コーディネイティングコミッティー 

 円滑な本格調査実施を促進するために、コーディネイティングコミッティーが設置される。同コミッテ

ィーは、円滑な本格調査実施と調査の進捗モニタリングに責任を負う。各 4半期に 1回以上は会議を開催

し、DOE は、会合をコーディネートする。同コミッティーは、DOE、BPC、MOF を含む関係府省庁、JICA ブ

ータン駐在員事務所のメンバー及びスタディチームから構成され、他の関係省庁の参加については、DOE

が必要に応じアレンジするものとする。 

 

（4）ワークショップ 

 両者は、20 県の代表者からの意見を考慮するために、ワークショップを開催することに合意した。ワ

ークショップのアレンジについては、DOE により行われることが確認された。DOE は、ワークショップ開

催に係る経費を開発調査の予算で負担することを要望し、調査団は、同要望を聞き置くに留めた。 

 

（5）デジタルマップの提供 

 DOE は、国土地理院作成のデジタルマップを調査団に対して提供することを了承した。 

 

（6）国勢調査データの提供 

 DOE は内務省戸籍登録局とともに、本格調査に必要な国勢調査のデータを提供するよう努力することを

了承した。 
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（7）未電化村落リスト 

 DOE は、本格調査の開始前に RE3 終了後の未電化村落リストを提供すべく努力することとする。 

 

（8）執務スペースと調査用資機材 

 調査団は、本格調査の実施に必要な通信回線、必要な執務用機器（机、椅子、パソコン、プロジェクタ

ー、プリンタ）を備えた執務スペースの提供をエネルギー局に要請した（調査団構成は１０名程度）。エ

ネルギー局は、電話線のある適当なオフィスを提供する旨を回答したが、デスクトップコンピューター、

コピー機、ファックス機、電話システムの料金等に係るコストは開発調査のプロジェクトコストに含める

よう要望した。 

 

（9）カウンターパート研修 

 エネルギー省は、JICA に DOE スタッフの研修機会の提供を要請した。調査団は、少なくとも各年１名

の研修をアレンジすることは可能であろうと回答した。 

 

（10）ソフトウェア 

 DOE は、既に MIPOWER の使用にトレーニングされた人員を擁していることから、ソフトウェアが必要と

される場合には、MIPOWER（電力システム解析用）の使用を検討することを要望した。 

 

（11）本格調査開始のタイミング 

 エネルギー局は、JICA に対して早期（2003 年 11 月頃）の開発調査開始を要望した。 
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2.5 団長所感 

 

（1）はじめに 

 地方電化マスタープラン（Rural Electrification Master Plan、以下では開発調査と略称）は、平成１４

年度要望案件として出されてから、昨年（２００２年）１１月のプロ形調査時のＭ／Ｍ協議を踏まえておよ

そ２年を経ておりますが、本日そのＳ／Ｗ合意に至りました。この開発調査についてこれまで形成と推進に

関わってこられた諸兄に対して、この場を借りて感謝申し上げます。 

 

 ちょうどこの時期は、カウンターパートのエネルギー局（ＤｏＥ）では翌月に迫った第３期目の地方電化

５カ年事業（ＲＥ－Ⅲ ）の入札公示の準備の最中であり、これとほぼ同じくしてＪＩＣＡ開発調査のＳ／Ｗ

にの合意署名に至りましたことは、これからのブータン国における地方電化に対してわが国との一層の関係

強化の推進力を果たすものと感じています。 

 

 なお、ブータン側から開発調査を今年（２００３年）１１月に着工することについて強く望まれておると

ころですが、開発調査が次期５カ年計画（２００７年～２０１２年）以降２０２０年までの地方電化の行方

（貿易産業省次官の言葉を借りると、ロードマップに相当するもの）を策定するものであり、先方の要望に

応えることについては調査団としても出来るだけ努力をしたいと考えているところです。 

 

（2）開発調査の意義と先方の期待 

 端的に申せば、ブータン国は今後の地方電化事業の円滑な履行の担保についてマスタープランを通じ獲得

したいとの期待感を持っていると言えます。 

 

 従来の３期にわたる地方電化５カ年計画によって曲がりなりにも３０％程度の世帯電化を達成して現在に

至っているとはいえ、今後の２０２０年までの全国電化に必至な膨大な投入を見越した場合、いままでと同

様な進め方、つまり５ヵ年毎に電化目標数を掲げて村落調査と配電延伸を実施するのでは今後は到底対応で

きないのではないかとの懸念がよぎります。 

 ５ヵ年ごとの投入資金額についてブータン国のローン返済能力など財政状況の面で制限を受けてきている

事情もそのひとつと言えるでしょう。 

 

 過去の地方電化を進める過程で浮き彫りとなった資金確保の遅れ、地元の建設作業員不足、急峻な地形条

件による施工困難など地方電化事業実施を阻害する様々な課題について現在時点で答えを出しておきたいと

いうものだと思います。 

 

 そういった点から、とりわけ資金確保を含めた支援体制作りについて万端準備を行っておきたいとの意向

がエネルギー局に伺えます。つまり、戦略的な資金計画立案の視点などが今後の地方電化計画において強く

求められているわけです。 
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 したがって、地方電化マスタープランにおいては（１）全国の未電化村落の調査については一気に片付け

てしまうということ、（２）地方電化の総事業費をはじき出しておいてから、今後の５ヵ年毎の資金計画立案

のベースとしたいこと、（３）配電計画は、村落の需要中心までＭＶ配電線を引く設計とし、グリッド延伸に

そぐわない箇所ではオフグリッド電化計画を提案する。（４）これらを受けて、全国２０県の地方電化マスタ

ープランを策定するとともに、事業化の支援体制整備について国家アクションプランを提案するという内容

になる。開発調査後の事業実施までに残る作業としては、村落の低圧配電設計と入札図書の作成という小規

模な作業に限定されることとなる。 

 

（3）開発調査に求められるもの 

 こういった、様々な点で全国規模の地方電化のむつかしさに対応していくためには、過去の地方電化事業

を真摯に掘り返し、この野心的な地方電化の目標を達成するために何が不可欠なことであるのか、遠大な地

方電化事業を支える資金計画のあり方、地方電化事業を担う計画、設計、建設、維持管理などの面における

体制整備に関するアクションプランを提案し、２０２０年までの各５カ年計画においてそれぞれ何を実行し

ていくべきなのか、について洗いざらい問題点を整理することが当然に求められることと言える。 

 

 具体的な検討項目については、添付のＳ／ＷとＭ／Ｍを参照願いたい。 

 

（4）発電、送変電、配電計画の三位一体 

 地方電化マスタープランの関連プロジェクト、ＮＯＲＡＤによる送変電マスタープランとの整合性につい

ては、関係者からのヒアリングと新たに入手できた資料分析にもとづいて十分な見通しを得ることが出来た

ことから、本年末予定のＮＯＲＡＤ調査の完成を待たずとも開発調査を開始することについては妥当と判断

できるものであったことを付け加えさせていただく。 

 通常、発電計画、送変電計画、配電計画それぞれの策定は、同一事業者の下において立案・実施されるも

のであり、また、相互の情報交換が頻繁になされた上で順次に改定が行われるので、相互の整合性について

問題とされることはない。 

 

 しかしブータン国においては、各事業計画の実施段階等において特殊な事情があることに留意する必要が

ある。発電計画については、タラ発電所竣工を見越したプナチャンチュ、マンデチュなど第１０次５カ年計

画中の建設計画などインド他への売電を目的とする大規模水力発電計画について早急に見直しを行うことが

必要とされており、１９９３年策定の電源開発計画の改定とともにインド向け送電線建設計画をメインとし

た内容でＮＯＲＡＤ調査が進行中である。 

 また、送変電計画は、電力輸出と同時に国内向け供給の役割を担っており、本格調査で実施する配電計画

のベースとなるものであるが、事業費の相当部分をドナー支援に依拠せざるを得ない経済力のため、送変電

建設についてのめどが立った後に配電計画についてはその後の５カ年計画単位で順次に立案・事業展開がな

される仕組みとなっている。 
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 本開発調査が、２０年規模の長期の需要予測にもとづいた地方電化計画であることから、次期第１０次５

カ年計画以後の１０年先、あるいは１５年先について配電側の状況変化と送変電側で計画することにある程

度の調整の必要性が出てくることはやむをえないことと言える。 

 したがって、本開発調査においては、ＮＯＲＡＤによる送変電長期計画が出てきた時点において、そのレ

ビューを行い、我が方で行う県単位の配電系統計画において効率的かつ信頼性の高い電力供給を行う上で最

適な結合形態を提案するものとした。 

 予期される検討内容としては、配電用変電所からＭＶ配電線を遠隔の需要中心へ許容範囲内で延伸するか、

既設ＭＶからのＴ分岐とするかの案の他、新たに送電線を途中まで引き出した上でその先をＭＶとするかな

どのオプションについて最適案を提案することが考えられる。 

 

（5）おわりに 

 最後になりましたが、今次予備調査に当たり格別にご支援いただいた森靖之ブータン事務所長にお礼申し

上げます。また、立松信吾（調査企画）、大瀧克彦（地方電化計画）、大河原邦夫（送配電計画）、池知彦（環

境）、米田元（開発資金計画、ＪＢＩＣから参加）の各団員の皆様からは高い専門知識と経験にもとづいた貢

献をいただき、それによってＳ／Ｗ合意が可能になったと深く感謝申し上げます。 
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JICA ブータン駐在員事務所 

日時：2003 年 6 月 17 日（火）15：00～16：40 

場所：JICA ブータン駐在員事務所会議室 

先方：森首席駐在員 

当方：調査団全員 

 

当方より、対処方針会議資料に基づき対処方針を説明の後、質疑応答が行われた。先方からは以下のコメ

ントがあった。 

 

1．S/W 案について 

y S/W 案は非常に良くできたものであり、内容について特段コメントすべき点はない。 

 

2．本格調査の調査団に対する期待 

y 当事務所としては、本件開発調査（本格調査）を担当するコンサルタントが、開発調査の実施過程

で DOE 高官に対する「政策アドバイザー」として機能、活躍することを期待しており、今回の先方

との協議、TOR 具体化等に際しても、かかる点を考慮頂けると有難い。 

y 背景としては、①最近終了した開発調査（農業セクター）の本格調査団長は、農業省事務次官から

も信頼を得、事務次官の「政策アドバイザー」としての役割を果たしていたが、開発調査のコンサ

ルタントが、このような形で機能することは非常に望ましいと考えていること、②2、3 年前には、

当事務所から、貿易産業省電力局（当時）に対して電力政策アドバイザー型の専門家（長期）派遣

を打診したが、大臣顧問（電力アドバイザー）として既にインド人専門家が同省に配置されていた

こと等から日本のアドバイザー型専門家の配置は実現に至らなかった経緯があり、現時点において

もアドバイザー型専門家の受け入れに対するブータン側の積極姿勢が確認できていないこと、等が

挙げられる。 

 

3．関連セクターとのリンケージ 

y 対処方針にあるとおり、電化計画立案に際し、関連セクターの状況、開発計画とのリンケージを考

慮することは極めて重要であるが、当国のインフラ整備状況に鑑みれば、関連セクターのうち、特

に道路整備状況及び道路開発計画を良く踏まえた電化計画を立案することが重要だと認識してい

る。 

 

4．開発調査終了後の事業化に対する期待 

y 先般、当地にて、JBIC により、貿易産業省エネルギー省、通信公社、農業省を中心とする政府機関

の関係者の参加を得て円借款セミナーが開催されたところだが、その後も、農業省からは当事務所

に円借款関連の資料提供依頼がある等、ブータン政府関係者がローン（円借款）にも十分関心を持

っていることが窺えた。 
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y 当事務所としては、本件開発調査の成果が、円借款、無償資金協力等の我が国の協力に繋がってい

くことにも期待している。特に、提出済みの無償資金協力要請（UNDP の協力により F/S が実施され

た小水力発電所 3ヵ所）については、財務省、貿易産業省等からも強い期待が表明されており、事

務所としても早期の実現に期待している。 

 

貿易産業省エネルギー局（Department of Energy）とのキックオフミーティング（1） 

日時：2003 年 6 月 18 日（水）9：00～10：40 

場所：ブータン DOE 会議室 

先方：Mr. Bharat Tamang: Head Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma P.Dorji : Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma Tshewang : Assist Engineer Planning & Coordination Division DOE 

当方：調査団全員 

 

当方から、対処方針に従って、予備調査の目的及び主な協議事項を説明の上、意見交換を行った。 

まず、本格調査は地方電化のためのシステム設計立案のみならず、共同作業を通じて DOE 等ブータン国側

実施機関の計画・管理能力強化（キャパシティビルディング）を目指すものであること、かかる観点からの

提言も行うことを想定していること等につき説明し、ブータン側の同意を得た。 

次に以下の点を中心に、当方の問題意識を説明し、意見交換を行った。 

 

1．本格調査実施に関連する作業の進捗状況 

y GIS 構築のための地図情報のデジタル化進行状況 

y NORAD のパワーシステムマスタープラン（PSMP）の検討内容、進行状況及び報告書完成時期 

y ADB による配電網整備計画第 3 期(RE-3)の進行状況及び報告書完成時期 

 

2．本格調査における政策提言とキャパシティビルディング 

y 地方部における適切な維持管理確保のための人材育成・組織能力強化の必要性 

 

3．ブータン側の本格調査実施体制 

y DOE、BPC、NEC 等のスタッフの本格調査への参加 

y C/P 人員の選定 

 

各項目につき、それぞれ DOE から以下のようなコメントがあったが、これらの点については、さらに踏み

込んだ協議・情報収集が必要と考えられることから、次回以降のミーティングにおいて協議及び情報収集を

継続することとなった。 

 

1．本格調査実施に関連する作業の進捗状況 
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y （GIS マップについて）地形図のデジタル化については、現在実施中であるが、未だ完成していない。

ただし、農業省が作成した land use map があり、これは精度が低いものの、デジタル化されている

ので ADB の RE-3 の FS ではこれを使用した。 

y （NORAD の調査について）NORAD 電力供給長期計画は『Water Resource Management Plan』の部分の

み完成している。この NORAD の作業は一言で言えば輸出用の大型水力発電所の開発プランを策定する

ことである。したがって、NORAD による調査における高圧送電系統計画「Power System Master Plan」

の作業（本年 12 月完成予定）は 1993 年に作成されたものの見直しであるが、その対象はインド向け

電力輸出のための送電系統計画が主体であり、DOE としては地方電化を目的とする本マスタープラン

での検討において NORAD による調査結果は必ずしも重要ではないと考える。なお、2020 年までの 66kv

以上の国内の高圧送電系統計画について DOEは既に計画を持っていることから本格調査では NORADの

報告が出るまではそれをベースに使ってもらいたい。JICA の協力に期待するのは、高圧送電系統計画

ではなく、33kv、11kv の中圧配電系統計画である。 

y （ADB の RE－3 について）以前は 8月に Draft final report 提出、9月完成の予定であったが、ADB

との交渉に要する時間を考慮し、本年度中にローン化するために、7月中旬までの完成を求めている。

（その後、7月中旬に ADB の appraisal mission との協議がティンプーで行われる予定であることが

判明）なお、RE－3 の検討において配電線図の作成には GIS（Global Information System）の技術

を用いている。 

 

2．本格調査における政策提言とキャパシティビルディング 

y ブータン国はボトムアップアプローチを原則としており、DOE・BPC の組織能力強化を開発調査の目的

とすることを歓迎する。 

y 地方における電力設備の適切な維持管理を確保するための方策、財務面からの持続性確保のための方

策、これらの含む DOE のキャパシティビルディング等に係る提言についても本格調査での検討項目と

して盛り込むことを希望する。 

 

3．ブータン側の本格調査実施体制 

y DOE は、電源、送電系統、配電系統、太陽光等の独立分散型電源の各分野において開発計画立案を担

当する職員を擁しており、本格調査で求められるカウンターパート人員を配置することは十分可能で

ある。 

y 但し、スタッフ数は決して多くないことから、どの程度の人数が、どのような関与を求められるのか

という点についてはさらに協議する必要がある。 

y 本格調査へのBPC及びNECからの参加については、DOEがコミットメントできる立場にはないものの、

調整してみたい。 

y 電力事業については、一般に DOE がマクロレベル、BPC がマイクロレベルの業務を担当しており、C/P

選定に際しても、両者のバランスを良く考慮する必要がある。 
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計画委員会（Planning Commission）との面談 

日時：2003 年 6 月 18 日（水）11：00～12：00 

場所：PC 会議室 

先方：Daw Tenzin,Secretary 

当方：調査団全員 

 

予備調査の目的、想定される本格調査の概要を説明の上、本格調査への協力を要請するとともに意見交換

を行った。先方発言の要旨は以下のとおり。 

 

y PC としても本件開発調査には最大限協力する。 

y （完全電化達成目標年次を 2020 年とした理由について）どのようなアクティビティについても、

ベンチマークを設定して取り組む必要がある。目標年次までの期間が 20 年を超える計画は長すぎ

る。一方、中期の国家計画としては 5ヵ年計画が存在する。これらの点から、長すぎず、かつ野心

的過ぎない長期計画の目標年次として 2020 年が適当だと考える。昨年度までの地方電化事業の順

調な進捗から判断すれば、さほどアンビシャスなものではないはずである。 

y 地方電化事業は、その実施により、国民生活の質的改善に大きな効果が期待できることから、我が

国にとって極めて重要な開発課題である。かかる視点から、今後も電化目標達成に向けた努力を継

続していく。 

y （外貨収入源の多様化に繋がる民間セクター振興等に係る政策につき）グローバル化により品質・

価格両面での国際競争が激化する状況、地形的な条件等から、近隣の大国（インド、中国）との競

争に打ち勝つだけの競争力を有する産業の育成は容易ではないと考えている。電力以外の国内産業

は、セメント、木材の他、小規模な産業があるに過ぎず、我が国にとって電力が最も有望かつ重要

な産業である。ハードカレンシーの収入源は、観光と小規模な輸出（松茸等）があるに過ぎない。 

y （将来、地方電化プロジェクトに円借款を活用する可能性について）対外債務管理の観点から、対

外借入はあくまでラストリゾートとして考えるというのが我が国政府の立場である。大規模プロジ

ェクトの実施に際しては、自国の外貨返済能力を見極め、国家としてのクレジビリティを損なわな

いよう留意しつつ、ある程度は活用していく必要もあると考える。 

y 地域における村落分布を含む地形図作成と地図情報のデジタル化については、従来までMinistry of 

Home Affairs に属していた Survey Department of Bhutan が担当してきたが、先般、Survey 

Department of Bhutan の組織、人員 が Ministry of Agriculture に移管され、作業を行っている。

このデジタル地図は本格調査の地方電化計画作成に使用可能である。 

 

貿易産業省エネルギー局とのキックオフミーティング（2） 

日時：2003 年 6 月 18 日（水）14：00～16：20 

場所：DOE 会議室 

先方：Mr. Bharat Tamang: Head Planning & Coordination Division DOE   
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Mr. Karma P.Dorji : Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma Tshewang : Assist Engineer Planning & Coordination Division DOE 

当方：調査団全員 

 

 ADB、NORAD 等関連する他ドナーの協力の内容及び進捗状況について情報収集を行った。先方発言の要旨は

以下のとおり。 

 

y 現在建設中のタラ水力発電所（1020ＭＷ）は 2006 年に運転開始の見込みである。 

y RE3 で電化対象とされるのは 15,000 世帯だが、ADB によるローンの対象となるのは、このうち 8,000

世帯。残りの 1,000 世帯はオーストリア、3,000 世帯はオランダからの援助（いずれも無償）により

資金調達の予定。残る 3,000 世帯については、これまでのところドナーが見つかっていないため、政

府予算により事業資金を確保することも検討する必要がある。 

y NORAD の協力の下、実施されている水資源管理計画（WRMP）は、作業人月、期間の割には TOR の範囲

が広過ぎたため、コンサルタントとの間で TOR を調整することになった。この調整に時間がかかった

結果、その進捗は当初予定されていたスケジュールから約 2 ヶ月遅れている。WSMP の完成を待って、

PSMP（POWER System Master Plan）の検討を 9月から開始することになるが、今年中（2003 年 12 月）

には最終報告書が完成する見込みである。2020 年までの高圧送電系統（66kv 以上）計画は、既に DOE

のエンジニアが検討済みであり、この計画と PSMP の最終報告書内容が大きく異なるということはあ

り得ない。 

y （WRMP のスケジュールが遅れた理由について）対象とする 150ＭＷ以上の規模の大規模水力発電所計

画地点数が TOR に明記されていなかったため、対象水力地点を何箇所とするかについて担当コンサル

タントとの意見の相違が生じ、その交渉に時間がかかった。最終的には 11 地点を対象とすることで

決着した。（2020 年までの計画ということであれば 11 地点で不足はないのでは、との当方指摘に対し

て）そのとおりである。 

y （11kv及び33kvの中圧配電系統計画検討の基礎となる既存高圧送電系統設備及び2020年までの高圧

送電系統整備計画についてバックデータも含む情報提供を要請したところ）来週には提供できるよう

準備する。（JICA協力でカバーしてほしい系統計画の範囲について）33kv以下の中圧配電系統であり、

2020 年までを目標年次とする 66kv 以上の高圧送電系統計画については、DOE 及び PSMP の検討でカバ

ーされることになる。 

y 1993 年に終了した旧 PSMP では、92 の水力ポテンシャル地点が対象とされた。国内向けとなる中小規

模の 10ＭＷレベルの地点については、国内需要を大幅に上回る供給力を確保しているため DOE として

2020 年までに積極的に事業化することは想定しておらず、2020 年以降の事業計画の中で検討される

予定である。 

y WRMP のレポートを、国立公園との地理的関係等、環境配慮の観点から見直したところ、開発可能なも

のは、92 の水力ポテンシャルのうち約 60 に限られることが判明している。（調査団から、WRMP のポ

テンシャルインベントリーの提供を要請したところ）次回打ち合わせの際に提供できるよう準備する
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（レポートの該当部分のコピーを 6 月 19 日入手済み）。 

 

ブータン電力公社（BPC）とのキックオフミーティング 

日時：2003 年 3 月 18 日（水）16：30～18：10 

場所：BPC 会議室 

先方：Mr. Jigme Tobgyel : Manager, Planning BPC  

Mr. K. B. Wakhley：General Manager, Development & Construction Dept. BPC  

Mr. Tenpa Gurme：Senior Manager Development & Construction Dept. BPC  

Mr. Tenjing Yonten：General manager Customer Services Department BPC 

Mr. Sunil Rasaily：Engineer Customer Services Department BPC 

Mr. Bharat Tamang：Head Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma P.Dorji：Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma Tshewang：Assist Engineer Planning & Coordination Division DOE 

当方：調査団全員 

 

 当方から、予備調査の目的、想定される本格調査の概要につき説明の上、情報収集・意見交換を行った。

先方発言の要旨は以下のとおり。 

 

y ブータンにおける配電網延伸による地方電化事業は、コスト負担が極めて重い。現状では配電線延長

による地方電化を実施できる組織は BPC しかないので工事や維持管理を担当しているが、公社である

BPC 自身がこのコストを負担して実施することは難しく、政府の事業資金を用いて BPC が実施する形

となっている。将来的には、別の組織をつくるとか産業需要家などからのクロスサブシディによる実

施可能性も探ることがあるかもしれない。 

y （RE3 の実施について）ADB のコンサルタント（SMEC 社）の当地滞在中には、毎週定期会合を持ち、

システムプランニングが関連する部分については、BPC のスタッフとも良く議論しながら進めてきた。

BPC は、JICA の地方電化マスタープランにも同様に協力することになろう。 

y （適用しているプランニングクライテリアについて説明を求めたところ）次回ミーティングで資料を

提供したい（6 月 20 日に DOE より入手済み）。 

y 系統解析ソフトについては、インド製の「Mi POWER」を使用している。PSSE、PSSU も過去使ったこ

とがあるが、価格や海外研修に係る費用も高いことから、「Mi POWER」が良いと考える。「Mi POWER」

は、PSS/ADEPT とほぼ同じ機能だが、操作法は極めて簡単で、かつ安価である。SMEC のコンサルタン

トも1週間で操作を習得した。BPCでは最近12人の研修生をインドに派遣し、操作方法を習得させた。

「Mi POWER」の最新版は GIS とのリンクも容易になっている。 

y （配電線工事のコントラクターについて）3 割は BPC の直営事業として、7 割はコントラクトアウト

により実施している。（民間による地方電化事業の建設について）設計、入札図書の整備を行い、民

間業者を導入した結果、工事費の削減が可能となった。 
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y BPC の社長（2002 年 7 月以来、DOE 局長が兼務してきた）は、9 月～10 月頃には兼任を解かれ、DOE

の専任となることが決まっている。後任は、現クリチュー発電所長の予定で、過去に DOP で小水力（日

本政府無償資金協力により実施）の調査を担当していた経歴を持っている者となる見込みである。 

y 地方電化マスタープラン調査の成果として、最終的には、GIS マップに既存設備と将来計画がプロッ

トされたものが提供されることを期待している。ただし、GIS マップが完成していない部分は暫定的

な GIS ベースの land use map の活用でよく、あとは技術移転された手法により GIS マップの進捗に

合わせて BPC が完成させる。 

y 調査におけるデジタル化作業は日本側が全部やるのではなく、BPC としても、人を出して積極的に分

担協力したい。どの程度の作業人月が必要かを示して欲しい。 

y 村落データベースは非常に重要である。ただし、アクセスの問題などから全部の現地調査ができなけ

れば、一部に推定値を使うこともやむを得ない。 

 

NEC (National Environmental Commission) 

日時：6 月 18 日（木）14：00～15:00  

場所：NEC 会議室 

先方：NEC Mr.Karma Lodey Rapten 

当方：池 

 

ブータン国における環境保全に係る法規・制度及び環境管理体制について情報収集を行うとともに、本格

調査において適用される環境法規、求められる環境配慮事項等についてのヒアリングを行った。 

先方発言の要旨は以下のとおり。 

 

1．関連する環境管理機関 

y 電力マスタープランに関連する環境管理組織としては、NEC および MOA(Ministry of agriculture)

がある。NEC においては、環境アセスメントをはじめとする環境面の審査、規制、許認可等を行っ

ている。また、MOA の Department of Forestry において、森林保護区、国立公園、貴重生物生息域

等についての管理を行っている。また、これらについて、GIS マップを作成している。 

 

2．環境アセスメント 

y 発電施設の設置、開発・操業に伴う樹木伐採、土地改変等の環境影響がある場合、凡そ全ての行為

について、環境アセスメントの実施が必要となる。計画内容を NEC が事前審査し、影響が軽微なも

のについては、IEE（Initial Environmental Examination）または同様の手続き（簡易審査）によ

って許可がおりる。環境への影響が大きいと考えられるものについては、EIA（Environmental  

Impact Assessment）が必要となる。EIA の実施方法については、EIA Manual が、送電線の整備に

おける環境配慮事項については、ADB 環境ガイドラインに基づく、セクターガイドラインが作られ

ている。水力発電についてもセクターガイドラインがあり、水力発電施設についてはこのガイドラ
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インに従って審査が行われる。しかし、今回の JICA の調査はマスタープラン策定であり、環境ア

セスメントの対象外である。 

y (マスタープラン策定段階における環境影響評価（SEA）の実施について)ブータン国では 2002 年に

Regulation on Strategic Environmental Assessment が制定され、SEA の実施方法についてもマニ

ュアルが作成されている。しかしながら、制定された時期が新しいこともあり、NEC では未だ SEA

を実施した例はない。次期国家 5 ヵ年計画には適用される予定である。SEA はガイドライン的な扱

いであり、実施についての法的強制力はないが、JICA プロジェクトで実施するのであれば、望まし

いことであり、協力する。 

y (ブータン国における環境基準および排出基準の制定状況について)環境基準および排水基準につ

いては、国家一律基準は定められておらず、EIA 等の結果を受け、必要に応じて個別のプロジェク

ト毎に検討されている。基準値検討に係る方法については、Ambient/Discharge Standards; Process 

Manual がある。但し、本基準値については、法的に強制力を有するものではなく、Recommendation

的な扱いである。通常 WHO 等の基準を参照して基準が決定されている。 

y (住民移転、景観(景勝地)、宗教的重要地、少数民族等、社会的環境影響への配慮および影響検討

のための基礎情報の整備状況について)これらについては、セクター別ガイドラインの環境チェッ

クリスト（ADB のものと同一）においてチェックされることになっているが、これらの全国的な分

布や配慮すべき文化財について定めたガイドライン／基準やリスト、分布図等はない。これらにつ

いては、通常プロジェクト地が決定した時点でプロジェクトエリア内での配慮すべき社会環境要素

を調べ、個別に審査している。 

y 国内における CDM：Clean Development Mechanism の実施体制および実施状況についてブータン国

は京都プロトコルを批准しており、NEC が DNA（Designated National Authority）となる予定であ

る。現在 2つの CDM プロジェクトが検討されているが、一つは小規模な水力発電所の建設によるも

のであり、他方は植林プロジェクトによるものである。森林プロジェクトの検討はおそらく本年末

の COP9 後となる。CDM 実施に係る特別な国内ルールはなく、UNFCCC の標準手順に基づき実施する。 

 

財務省（Department of Aid & Debt Management, Ministry of Finance）との面談 

日時：2003 年 6 月 19 日（木）9：00―10：20 

場所：Department of Aid & Debt Management 会議室 

先方：Ms Yanki Tobgyel Wangchuk :Director General  

Mr. Norbu Wangchuk :Program officer 

当方：調査団全員 

 

当方から、予備調査の目的、想定される本格調査の概要につき説明の後、意見交換を行った。先方からは

以下の発言があった。 

 

y 財務省としても、S/W 締結に向けた協議の開始を待っていたところであり、今回の予備調査団訪問を
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歓迎する。 

y 地方電化プログラムは、ブータンにとって極めて重要なプログラムであり、本件開発調査に非常に高

い期待を持っている。住民の声を聞くために地方村落を訪問すると、村落住民から必ず要望されるの

が、第一に道路整備であり、第二に電力供給である。この 2つは家庭、コミュニティにとっての生活

の質向上に大きく資するものであり、地方電化は生活改善と貧困削減に大きく資するものであると認

識している。 

y 電力供給は、もはや luxury ではなく、need であるという考え方に基づき、ブータン政府は国民に対

して 2020 年までの完全電化の達成を、5ヵ年計画期間中においては 15000 世帯を電化することをコミ

ットした。電化は、健康面（薪使用の代替）、教育面（夜間の学習可能時間延長）、income generation

面等から生活向上に大きく資するものである。 

y 2020 年までの完全電化達成は、ambitious かもしれないが、その背景には、大規模水力発電所からの

発電電力の大部分をインドへ輸出している一方で、国内電化率が 30％に過ぎないことからも、貧困削

減に向けた取り組みの一環としてコミットしないと、インドへの電力輸出の正当性が説明できないと

いうような政治的な判断もある。現在進行中の RE-3 では ADB ローンにより 8000 世帯の電化を実施す

る計画がある他、オランダ、オーストリアからのグラントによる地方電化を実施する計画である。 

y 今回の開発調査により、whole picture on power system が提供されることを期待している。電

化については、送電系統延伸が経済的にはフィージブルでない地域が存在しているのは間違いなく、

水力・太陽光等の代替手段による電化についても進める必要があり、独立分散型で電化せざるを得な

い地域の特定も重要である。 

y 私自身はドナーシステムに関わって 3年だが、JICA により実施された最近の開発調査も高く評価して

いる。今回の開発調査でも同様にインプレッシブな分析・提言を期待する。 

y エネルギーセクターは他セクターと比べても、エネルギーセクターの DOE や BPC には優秀な人材がお

り、実施能力に全く問題は無い。 

y hard currency による国家収入が限られていること、経済規模が小さく 1件の対外借入が国家財政に

与えるインパクトは極めて大きいこと等から、ブータンは対外借入に際し、prudent and cautious に

対応している。円借款も資金ギャップを埋められない場合に Last resort として考えたい。財政の半

分を援助に依存し、援助の半分をインドに依存している現状であるが、資本費用のみ援助資金を用い、

リカレントコストは所得税等の税収で賄うというのがポリシーである。（Tala 発電所が出来た後は、

ブータンは援助なしで国家運営ができるのではないかという意見については）道路、橋を始めとする

諸設備の維持修繕費は嵩むため、インド等他の途上国から大きく遅れているブータンにとってドナー

システムはまだ必要である。日本政府に対しては、借款よりも無償資金協力に期待する。 

y （当方から、インドへの売電という単一セクターのみに依存していることを指摘の上、外貨収入源の

多様化に向けた政策についての考え方を質問したところ）多様化の必要性については同感だが、イン

ドと中国という大国に挟まれていること、地形条件等から、電力以外に外貨獲得に繋がる競争力ある

産業の育成は容易ではないと考える。 

y （当方から、DOE、PC 等との対話から、政府関係者は、オフグリッド電化に消極的だという印象を持
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っていると発言したのに対して）グリッド延伸まで相当時間がかかる地域にソーラーシステムを設置

してきたが、ソーラーシステムには電気の質・量に限界があることから、それでは満足しないという

傾向があり、反応は必ずしも良くなかったのは確かである。今回の開発調査ではグリッド延伸に適さ

ない地域が明らかにされることを期待している。 

 

Survey of Bhutan との面談  

日時：2003 年 6 月 19 日（木）10：30―11：40 

場所：Survey and Land Records 事務室 

先方：Mr. K.B.Tamang, Deputy Chief Manager  

Mr. Shankar Sharma, Digital Mapping Deputy Survey Engineer  

    Mr. Karma Tshewang, Depatment of Energy Assistant Engineer  

当方：調査団全員 

 

先方から、Digital mapping の進捗状況について以下の説明があった。 

 

y 全国を 80 枚の図面でカバーしているが、そのうち重要な地域から作業をしており 35 枚のデジタル化

が完了した。8枚は来年度中に（2004 年 6 月）完了する。全部終わるのは 9次 5ヵ年計画最後の 2007

年度になる。 

y 1 枚の地図のデジタル化には平均 96 日程度の期間を要する。山岳地は等高線が細かいのでさらに長い

期間が必要になる。南部地域については等高線を 20ｍ間隔、北部地域(山岳地帯)については等高線を

40ｍ間隔で記入している。 

y 作成しているデジタルマップは、インドが 60 年代に作成した地形図をもとに ArcGIS の最新バージョ

ンを用いて作成しているものであり、入植地、道路など情報についてはアップデートしている。図面

上に住宅、道路などが戸別に表示される上に、世帯構成等各地点の詳細なデータも入力されている（デ

ータを確認済み）。 

y デジタルマッピングの作業進捗を加速させるためにはソフトとライセンスの追加、また、バックアッ

プサーバーの容量増加が必要である。 

 

戸籍登録局との面談（住宅・人口データ収集状況調査）：Dept. of  Official Registry, Ministry of Home 

Affairs  

日時：2003 年 6 月 19 日（木）11：50―12：30 

場所： Department of Official Registry 事務室 

先方：Mr. Silhiy Dorji, Registration Joint Director General  

    Mr. Karma Tshewang, Department of Energy Assistant Engineer  

当方：調査団全員 
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当方から、訪問目的を説明の後、村落などのデータの所在等について質問し、先方から、以下の説明があ

った。 

 

y 戸籍登録局が国勢調査を実施しており、各村の位置、世帯数、家族構成を含む全国の村落データが集

積されているが、これには所得データは含まれていない。 

y 我が国の国勢調査は、1999 年に開始されて以来、戸籍登録局で訓練を受けたスタッフが毎年 5 県

（Dzongkhag）分をまわって実施してきており、郡（Gewog:全国に 241 ある）を訪ね、各家庭の代表

者に来てもらって聞き取り調査をするという方法で行っている。時期は明言できないものの、来年末

までには 20 県の戸籍データが整備される予定である。 

y データの提供には DOE を通じた正式な Request が必要となる。 

y ひとつの村の規模は 15 戸から 20 戸ぐらいが普通である。時には 5 戸といったケースもある。 

y 人口は約 630,000 である。 

y 住民に対して所得税は課されているが、固定資産税は課されていない。 

 

貿易産業省エネルギー局（地方電化計画 RE-III プロジェクトの説明会）Department of Energy  

日時：2003 年 6 月 19 日（木）14：00～16：00 

場所：Department of Energy 会議室 

先方：Mr. Karma P.Dorji：Project Manager  

Mr. Pema Norlha：Managing Associates (Norlha:コンサルタント) 

Mr. R.N. Adhikari：Norlha Associates 

Mr. Sherab Dorji 

当方：調査団全員 

 

まず、DOE の Karma P Dorji からパワーポイントを使った RE-3 の FS 作業についての概要説明があった。

この FS 作業は ADB の資金で行われたもので、第一段階は socio-economic impact study、第二段階は

tech-economic study である。担当コンサルは SMEC（オーストラリア）。 

次に、現地調査、施工図面作成、BOQ 作成を実施したローカルコンサルタント Norlha Associates から ADB

ローンの対象となる 8Dzongkhag、8,000 戸の設計内容説明があり、この中でデジタルマッピングを使用して

図面を作成したことが説明された。 

主な確認事項は以下のとおり。 

y ローカルコンサルタントは、DOE の計画・設計ガイドラインに従って、RE-III の電化目標としている

15,000 世帯の設計図面作成を担当し、電源（変電所）の無い県の計画は電源が設置される予定をもと

に計画立案を行った。 

y 担当したのはこれまでの検討作業に基づく図面の作成と工事数量積算(BOQ)であるため、BPC の使用し

ているコンピュータソフト MiPOWER による load flow analysis は担当しなかった。SMEC のエンジニ

アが 5Dzongkhag の load flow analysis を MiPower で行い、残りは BPC が担当している。（コンピュ
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ータによる load flow analysis は設計の確認のための作業であり、工事実施段階での最終調整には

必要だが、FS レベルには不可欠ではない。） 

y 積算の結果、1 軒あたりの工事費が 1,700 ドルを越える村落については、RE－3 での電化対象から除

外した。 

y 1 世帯あたりの電力最大値を 2kw と想定して設計している。 

y 使ったデジタルマップは農業省による land use map であり、全国がカバーされているが等高線が 40

ｍ間隔以上で、しかも不正確である。（村落、建物などの情報は入ってないのでここのマップを使用

する場合は別途調査をする必要がある）。 

 

貿易産業省エネルギー局 Renewable Energy Section との面談  

日時：2003 年 6 月 19 日（木）16：30～17：30 

場所：Renewable Energy Section 事務室 

先方：Mr. Mewang Gyeltshen : Development Officer 

当方：大瀧、池、米田、立松 

 

前回調査で判明したオランダの無償による地方部での太陽光発電設備設置事業の現状について質問した。

この事業予算は約 750,000 ドルであり、1250 のシステムの設置が今年の 6月で終了した。学校 209 カ所、保

健所 89 カ所、寺 491 カ所、政府機関 104 カ所、住宅 252 カ所である。このほか、ブータンではこれまでに

2000 カ所以上の太陽光発電設備が設置済みである。 

y 標準的には一カ所当たり電灯 3個としている。基本的な電灯需要は満たされるが、住民は町に出てき

ていろいろな電気製品を見ているのでもっと電気が欲しいという意見が出る。 

y これまでの問題点は、政府による贈与であり、住民は金銭的負担がないためオーナーシップの意識が

なかったということ。したがって、十分な管理が行われない。ここは改善する必要がある。ESCO のよ

うな考え方もよい。 

y 設備の維持管理は従来まで DOE がやっていたが、遠隔地であるため十分できなかった。このため、各

Dzongkhag の担当者をトレーニングして維持管理ができるようにした。 

y 各地で太陽光設備が増えてきており、50 軒程度の需要があれば商売のアイテムとして取り扱おうとい

うケースもあり、ビジネスベースで地方に販売店ができてスペアパーツなどの入手は容易になりつつ

ある。 

y オランダによる太陽光発電プロジェクトの評価作業が行われる予定である。 

y 本格調査での地方部での socio-economic 調査はよいことであり、参加する。 

y 個人的には太陽光によるミニグリッドや風力とのハイブリッドなどに関心がある。 

 

貿易産業省エネルギー局・ブータン電力公社の合同会議 

日時：2003 年 6 月 20 日（金）11：00～13：00 

場所：Bhutan Power Corporation 会議室 
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先方：Mr. Jigme Tobgyel : Manager, Planning BPC  

Mr. K. B. Wakhley：General Manager, Development & Construction Dept. BPC  

Mr. Tenpa Gurme：Senior Manager Development & Construction Dept. BPC  

Mr. Tenjing Yonten：General manager Customer Services Department BPC 

Mr. Sunil Rasaily：Engineer Customer Services Department BPC 

Mr. Bharat Tamang：Head Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma P.Dorji：Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma Tshewang：Assist Engineer Planning & Coordination Division DOE 

当方：調査団全員 

 

当方から、議題（1．設計技術基準、2．配電系統解析ソフト、3．RE-3 の進捗、4．BPC 県事務所による維

持管理体制、5．本格調査への BPC カウンターパートの参加と BPC の役割、7．BPC の人材）を提案、各議題

につき情報交換と意見交換を行った。 

 

1． 計画・設計技術基準（Plan and design standard） 

先方から、第 7 次 5 ヵ年計画の電化計画（RE-I）、第 8 次 5 ヵ年計画の電化計画（RE-II）を実施した経験

から、第 9次 5ヵ年計画 RE-III で技術基準の標準化を進めたところであり、地方電化マスタープラン調査で

はブータン基準を適用することとなるが、これまで RE1、RE2、RE3 で用いられてきた設計技術基準に異なる

点が多くあることによる弊害が表面化しているため、特にトランスフォーマー、ポール等を中心に配電に関

連する既存の基準をレビューした上で、必要があればサジェスチョンが欲しいとの意向が示された。 

また、電力技術基準について、過去の日本の無償資金協力（小水力発電所）のようにブータンの標準でな

い 6kv、20kv 等を導入するのではなく、標準電圧を使用する必要があると考えていること、ポールの種類も

多いため、適用種類数を削減する意味でも最も適切なものを選定する必要があると考えていること等が説明

された。 

これに対して、当方から、本格調査の中で新電力技術基準を作成することは難しいと断った上で、レビュ

ー結果に基づきレポートの中でサジェスチョンを行うことは不可能ではないと考える旨を説明した。先方が、

新基準の作成を期待している訳ではないことが確認されたため、S/W における調査初期段階の作業項目とし

て「Review and suggestion of each technical standards in distribution system」という項目を加える

方向で双方検討することととした。 

グリッド延伸の基準については、RE1 では投資コストが 2000 ドル/世帯を上回る場合はグリッド電化を行

わないというベンチマークによる検討を行ったものであるが、第 9 次 5 ヵ年計画期間が終了する段階では、

全ての県に高圧変電所が設置されることになるため、その後の電化コストが今後高くなるとは限らないと考

えていること、電化のための設備投資を判断するに際しては、設備投資費用だけに着目して 1 世帯あたりの

電化コストにより判断するのではなく、電力消費量の影響を受ける EIRR がポジティブか否かという点で判断

されるべきであること、現在、政府として配電コストの上限を設定しようとはしていないこと、RE-3 の需要

想定においては 1世帯あたり 2kw という想定ではなく、1.6kVA で設計されているが、これが妥当であるかど
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うか、本格調査で分析して提案してもらいたいと考えていること等が説明された。 

工事費を含めた配電の設計基準（コピー）を入手した。 

 

2．配電系統解析ソフト（MiPOWER Program） 

当方から、過去の ADB レポートで「Mi POWER は GIS と連動できないため、解析のツールとして適当では

ない」という記載があることを指摘の上、本格調査で使用されるツールについて先方の意向を質問したとこ

ろ、以下の説明があり、BPC としては MiPOWER の使用を希望していること、MiPOWER と PSS シリーズはデー

タの互換性があるため、地方電化マスタープランの本格調査では PSS/U、PSS/ADEPT を使用しても問題はない

ことが確認された。   

ブータンの電力系統解析はインドで開発された MiPOWER と呼ばれるソフトウエアが愛用されている。BPC

は PSSE、PSS/ADEPT、PSSU 等を持っているが、トレーニング費用の問題や操作方法が複雑であること等から、

配電系統の解析（load flow analysis）には専ら MiPOWER が使われている。GIS マップを使ったシステム設

計をするためには ArcView と MiPOWER とのコミューニケーション（データのやりとり）が必要になるが、

MiPOWER のバージョンアップにより、そのためのモジュールは既に整っているため、MiPOWER を使用すること

で問題ない。（MiPOWER の説明書コピーを入手した。） 

 

3．RE3 における BPC の実績（RE-3 BPC Accomplishment） 

 先方説明の要旨は以下のとおり。 

ADB ローンに対応する RE-III の検討でローカルコンサルタント NORLHA ASSOCIATES が担当した 8000 軒分

の設計、図面作成は完了した。Norlha は MiPOWER を使用していない。BPC は RE-III の最小コスト分析

（least-cost analysis）や潮流や事故解析を確認するため SMEC が行った 5 県についてケーススタディを実

施する準備をしている。残りの 15 県については RE-II のデータや既設系統のデータを確認し整理するために

時間がかかっているが、2～3 か月で完成する。 

 

4．BPC 県事務所による維持管理状況（O & M of Distribution Office） 

先方から、グリッド設備の維持管理には現状問題はなく、地方電化により遠隔設備が大幅に増加したとし

ても、同人数のスタッフで系統に連結している箇所の保守・運営は問題なく処理できると考えていること、

逆に現在 22 箇所のオフグリッド小水力発電所設備の維持管理費用が嵩み、BPC 側の負担になっており問題で

あること、原則としてはグリッド電化を推進したいが、EIRR 等で判断するものであると考えること等の説明

があった。 

 

5．本格調査への BPC カウンターパートの参加と BPC の役割（REMP BPC’s counterpart members and REMP PBC’

s Share /role） 

送電と配電のカウンターパートは BPC の人員を配置する用意があること、DOE としてもこれに異論はない

こと等が説明された。 
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6．BPC の人材（Man-POWER (Survey, Planning, Design, Construction, O/M) 

ブータン側から、BPC では、特に Survey の人員が不足していることが説明された。 

 

DOE との打ち合わせ 

日時：2003 年 6 月 20 日（金）14：00～17：00 

場所： Planning & Coordination Division 事務室 

先方：Mr. Bharat Tamang: Head Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma P.Dorji : Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

当方：丹羽団長、大滝、大河原、立松 

 

S/W 案に基づく協議を行った。 

先方からは、以下のとおり、S/W 案の記載事項に関して表現の修正意見があり、協議の結果、合意できる

ものについては一部表現を見直した上で、引き続き来週に S/W 協議を実施することとなった。 

なお、新技術の導入について以下のコメントがあった。 

山岳地の設備建設には重量物を人間が担いで運ばなければならないことを考えた設備・機材の選定が必要

であり、DOE はネパールの例を調査し、経済性・施工性を確認する予定である。インドのトランスは大き過

ぎるため、3 相ではなく単相供給にして小型化する必要がある。ポールはパンザマストのような構造が望ま

しい。山岳地帯への電力供給設備新設は、輸送コストが嵩むため、高コストとなっており、1 軒当りの供給

コストは平地で 600 ドル、山岳地では 1700 ドルになる。道路事情から 200kg の水車が運べないので発電所建

設を止めたこともあった。このような背景から、地方電化マスタープランにおいては、山岳地における電化

のためのテクノロジー導入の可能性についても検討対象とすることを考慮してほしい。 

 

その他の協議事項、確認された事項は以下のとおり。 

y 地方電化の優先順位は、各県の代表者の関心事項であり、地方の代表者との議論を通じて合意形成を

していくプロセスが不可欠であるため、本格調査実施機関中、少なくとも 1回は対象となる 20 県の代

表者の参加を得て、ワークショップを開催したいとの意向が示された。また、費用負担について、予

算の制約から、調査経費でこれを負担できないかとの申し出があり、双方で持ち帰り検討することと

した。 

y ブータン側から、地方電化マスタープラン調査の最終成果品（レポート）について、現行の第 9 次 5

ヵ年計画のように、各県毎の地方電化計画を分冊方式で作成として欲しいとの要望があり、どのよう

な形態がよいかを持ち帰り検討することとした。 

y DOE からは、GIS マップについては調査団が購入する必要があるとのコメントがあったため、調査団か

ら、ブータン政府により収集・作成されたデータの提供は無償で行われるべきであることを説明の上、

GIS マップの無償提供を強く要請した結果、DOE が無償提供を確保する方向で Survey division と調

整することとなった。 

y DOE としては、NORAD の調査における需要想定は小さすぎると考えており、コメントを出したが、回答
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がないため、NORAD のコンサルタントがブータンを訪問する 9 月に、需要想定について改めて協議を

実施する予定である。 

y 計画・設計基準は IEC を適用しているが、送電系統はインドとの連係が強いので、一部インデアンス

タンダードコードも使用している。 

y グリッドとオフグリッドの地域的区分については、アクセスが困難でオフグリッドしかないという地

域がわかっているので、本格調査開始時点でその地域の取り扱いを協議したい。 

y 地方電化マスタープランにおける 400V の低圧配電については住宅単位の検討は行わないため、その部

分のコスト見積もり方法について意見交換を行い、一世帯当たりの平均コスト等から村落全体の低圧

配電投資額を推定する手法を採用することで問題ないことを確認した。 

y RE-III の ADB の TA 予算（調査費）は 17,000 ドルである。 

y （既設高圧送電系統及び 2020 までの高圧送電線増設計画が記載された電力系統図を入手した。） 

 

Department of Forestry Services 

日時：6 月 20 日（金）15：30～16:30  

場所：DoF  Director 室 

当方：DoF  Joint Director of DoF; Gopal Mahat 

当方：池 

 

保護区、保護林、自然公園等の設定状況・計画について情報収集を行った。先方発言の要旨は以下のとお

り。 

 

y 保護区として、National Park、 Biological Corridors、Protected Forest などが指定されている。

また、象、レッサ－パ ンダ、ジャコウジカ、トラ等の生物生息域についてマップ化されている。森

林については、管理的な林業を行うエリアとしての Forest Management Unit(FMU)が設定されてい

る。これらにおいては、開発行為は特に厳しく制限を受ける。 

y これらに係るデータは DoF の FRDD (Forestry Development Division)で管理されている。また野生

生物の保護については NCD（Nature Conservation Division）が行っている。 

y 貴重生物の生息域の分布については、概略のものであり、実開発においては、事業実施域において

事前に調査が行われる。 

 

運輸通信省道路局との面談 

日時：2003 年 6 月 20 日（金）14:20～14:50 

場所：Ministry of Communications 

先方：Rinchen Dorji, Director, Department of Roads 

当方：米田 
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y 当方より JICA 地方電化マスタープランの概要について説明し、地方開発にあたっては総合的なイ

ンフラ整備が必要であり、道路セクターと電力セクターの開発政策の調整が重要ではないかと問題

提起を行ったところ、先方は理想としてはそうであるが実際には省庁間で調整は行われておらず、

道路セクターについては5ヵ年計画を踏まえて、独自のマスタープラン策定（ADBのTAにより実施、

9 ヶ月後に完成予定）と主要道路の整備を行っているとの回答であった。 

y 政府予算の約 15％は道路整備に用いられており、国の中でも道路セクター主要な開発課題となって

いること、世銀と ADB はそれぞれ 122km、300km の道路整備に融資を行っており、資金ギャップを

埋めるためにローン援助も希望していること、ローカル業者にコントラクトアウトして事業を実施

しているがキャパシティには限界があり、橋梁の建設は外国企業でないと無理と考えていること等

の説明があった。 

 

ブータン通信規制庁との面談 

日時：2003 年 6 月 20 日（金）15:10～15:40 

場所：Bhutan Telecom Authority（BTA） 

先方：Phub Tshering 

当方：米田 

 

y 当方より JICA 地方電化マスタープランの概要について説明し、地方開発にあたっては総合的なイン

フラ整備が必要であり、地方通信インフラ整備にあたっては送配電設備の活用が可能ではないかと問

題提起を行ったところ、先方は効率的な地方開発のためには良いアイデアであり、PLC（POWER Line 

Carrier）の実績も踏まえ、実現は可能ではないかとの反応であった。但し、BTA は Ministry of 

Communications の政策決定を踏まえてガイドラインの遵守等の規制を行う官庁のため計画策定は担

当していないこと、実現にあたっては省庁間でハイレベルの政策調整が必要であるとの指摘があった。 

y また、実施機関の Bhutan Telecom は地方通信整備にあたってファイバーケーブルの整備等技術的な

議論を BPC と行っているはずであるとの説明があった。通信セクターでは第 8次開発計画終了までに

各 Gewog に 10 個の電話を設置するという目標を立てていたが資金不足のため未だ実現しておらず、

通信セクターは一般的に採算性のある事業であるため援助資金も日本の無償以外では ITU

（International Telecommunications Union）からしか得られていない状況にあるとの説明があった。 

 

運輸通信省政策計画局との面談 

日時：2003 年 6 月 20 日 16:00～16:30 

場所：Ministry of Communications 

先方：Sonam Rinchen, Policy and Planning Division, Deputy Secretary 

当方：米田 

 

y 当方より JICA 地方電化マスタープランの概要について説明し、地方開発にあたっては総合的なイ
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ンフラ整備が必要であり、地方通信インフラ整備にあたっては送配電設備の活用が可能ではないか

と問題提起を行ったところ、先方は効率的な地方開発のためには良いアイデアであり、ティンプー

都市計画策定においても電話線・送配電網の地中化を検討していることも踏まえて、実現は可能で

はないかとの反応であった。但し、省庁間の調整が必要であるとともに、高い技術を用いないと送

電線と電話線のインターフェースの問題から障害が起きる可能性があるため、技術的な検討が必要

であるとの指摘があり、是非 BT とも議論してほしいとの要請があった。 

y また、今年 11 月から試験的に導入される予定の携帯電話事業（事業費 400 百万 Nr）も踏まえて地

方通信整備を行う必要があるとの指摘もあった。なお、先方は、スウェーデンに出張し SIDA から

ローンの説明を受けたこと、グラント援助が減少傾向にあることに危機感を持っていることから、

インフラ整備にあたってはローン援助を導入したいとの意向が強い。前年まで道路セクターを担当

していたため、地方道路整備についても必要であれば説明が可能であるとの申し出もあった。 

 

BPC 財務部との面談 

日時：2003 年 6 月 20 日 16:40～17:10 

場所：BPC 

先方：Gautam Khanna, General Manager, Finance & Accounts Department 

当方：米田 

 

y 当方より JICA 地方電化マスタープランの策定にあたっては実施機関となる BPC の組織・実施・財務

能力についてもカバーされることになる旨説明した後、入手した作成中の財務諸表（B/S と P/L）を

踏まえて、BPC と意見交換を行った。 

y BPC の収入源は、一般顧客への売電（Retail）と、インドへ売電を行う発電会社 3つ（チュカ、BHPC、

KHPC）の送電線使用料（wheeling charge）の徴収という 2 つに分けられる。 

y 新規インフラ整備事業は、政府がドナーの援助資金と政府開発予算を用いてインフラ整備を行ってお

り、完成後は資産が BPC に移され、BPC が責任を持って維持管理を行うことになる（よって、送配電

は全て BPC の所有）。 

y 電気料金は採算の取れるレベルで設定されておらず、社会目的から料金が低く抑えられているが、BPC

は料金設定に口出しをできる機関ではなく、全ては政府の決定に従うことになる（BPC にとって業務

対象外であるオフグリッドのメンテナンスも BPC が無償で対応している状況）。よって、維持管理費

用で資金ギャップが生じた場合は政府予算で補填される。 

y BPC の職員数は約 1,300 人で、昨年夏に新設されたばかりの会社であるため、職員のトレーニングに

プライオリティを置いており、年間 20 百万 Nr をトレーニング費用に割り当てている。 

 

貿易産業省エネルギー局との面談 

日時：2003 年 6 月 23 日（月）10:00～12:10 

場所：Ministry of trade and industry 
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先方：Karma P. Dorji 

当方：立松 

 

ディスカッションノートに基づき、これまでの協議に基づく双方の理解を確認した。 

先方発言の要旨は以下の通り。 

 

1. GIS マッピング 

y Survey of Bhutan によるデジタルマッピングは、ArcView GIS 3.1 に基づき実施されているが、

これまでに 35 枚/80 枚が完成しているに過ぎず、全体が完成するまでにはあと数年かかる見込みで

ある。一方、ministry of agriculture により作成され、RE-3 でも使用されたデジタルマップ（land 

use map）は、既に DOE が所有しているおり、地方電化マスタープランに使用可能だが、同マップ

は等高線が 40 メートル間隔であること、住宅位置等の情報も入力されていないこと等から、できれ

ば Survey of Bhutan によるマップを使用したい。 

y 先方は、Survey of Bhutan によるデジタルマップは無償で提供すべきものであるという考え方に

ついて一定の理解を示したが、予算との関係もあり、まずは Survey of Bhutan に価格を確認の上、

無償で提供できるか確認してみたい。 

y 無償でのデジタルマップ提供が可能な場合には、このデジタルマップを使用し、未完成の地域につ

いては ministry of agriculture によるマップを使用し、ローカルコンサルタントによる村落調

査でこれを補うという方法を提案する。 

 

2. ADB による RE-3 の進捗状況 

y RE-3 においては、20 県のうち、5 県分は SMEC のコンサルタントと BPC のスタッフが共同で MiPOWER

による配電系統解析を行い、残りの 15 県分については、この経験を基に BPC のスタッフが配電系統

解析及び計画立案を行っている。 

y RE-3 で電化対象とされる 15000 世帯分の計画・設計（入札図書）は今年 8 月には完成見込みであり、

今年 9 月には、ADB とコンサルタント（SMEC）がブータンを訪問し、アプレイザルを行う予定となっ

ている。 

y なお、15000 世帯のうち、8000 世帯は、ADB ローン、3000 世帯分はオランダの SDS（Sustainable 

development secretariat）によるグラント、1000 世帯分は、オーストリアの ACB（Austrian 

coordination bureau）によるグラントで賄われる。残り 3000 世帯分は政府予算から調達する必要

がある。 

 

3. NORAD による PSMP の進捗状況 

y WRMP 及び PSMP は、150MW 以上の発電所計画、66kv 以上の高圧送電線をカバーすることとなっており、

これらのレポートが完成するのは11月頃となる見込みであるが、2020年までの高圧送電系統計画は、

DOE の送電系統エンジニアが中心となり作成済みであり、地方電化マスタープランにおいては、この
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高圧送電系統計画を基づき 11kv と 33kv の系統延長を検討してほしい。 

y オフグリッドの取り扱いについて、各県のオフグリッドエリアの確定、水力ポテンシャルの調査（図

上検討ではなく、現地踏査を伴うポテンシャルの評価）に期待している。 

 

4. コーディネーティングコミッティー 

y 先方より、JICA ブータン事務所、MOF、DOE、BPC のメンバーから構成することが提案された。運輸

通信省についてもメンバーとなることが望ましいのではないかとの当方提案に、同省は、近く 2つ

の省に分割されることになるため、どのような取り扱いが適当なのかは分かりかねるが、道路につ

いては新設される予定の建設省（ministry of construction）が担当することになるので、同省

をメンバーとするのも一案でああるが、調整を要する。 

 

5. カウンターパート 

y 予備調査期間中にメンバーリストを提出できるよう努力するとの回答があった。 

y socio-economic surveyを担当するメンバーについてはDOEに必要なバックグラウンドを持った人

材がいないこと、環境影響評価を担当するメンバーについては、NEC ではなく、電力規制庁（BEA）

からのメンバーがふさわしいと考える。 

 

Punakha 県 LAPTSAKHA 村 

日時：6 月 22 日（土）15：20～16:00  

場所：LAPTSAKHA 村 

先方：村人（Ms. Aum Holem ほか）  Karma Tshewang, DOE 

当方：大瀧、池 

 

Punakha 県 LAPTSAKHA 村の民家（農業と食品・雑貨店を兼業）を対象としてインタビューを実施し、地方

電化地域における電力使用実態についての情報収集を行った。調査結果の概要は以下のとおり。 

 

y この LAPTSAKHA 村は山頂部にある宗教的重要地 TARO に近く、このことが優先的に電化された理由の

一つとなっている。Talo 周辺地域は早い時期（8 年前）に電化された。 

y 集落における世帯数：LAPTSAKHA 村の世帯数は 25 軒程度である。 

y 生計手段：主に農業により生計を立てている。主にトウモロコシや野菜類を生産し、販売している。 

米は一部を除いて大部分が自家消費用として生産しており、年収は約 12,000Nu 程度である。収穫期

には野菜類販売で月 2,000Nu、米販売で月 2,000Nu 程度の収入となる。 

y 電気料金：電気料金は概略平均 90～100Nu/月程度である。（消費量 120kWh 程度であり、この家庭の保

有機器からみては村の平均以上と推定される） 

y 電気の用途：電気の用途については、電灯の他、電気釜、カレークッカー、電気ポット等の調理関連

器具が中心である。その他、ラジオ、冷蔵庫もある。電話(バックアップ電源含む)も最近つながった。
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テレビは受信できないため持っていないがビデオと組み合わせて使っている家もある。テレビ受信に

はパラボラアンテナが必要。 

y 電化前は灯油と薪で照明および調理を行っていた。灯油消費量は 1L/週程度、灯油価格は 8 年前で約

5Nu／L であった。 

 

Punakha 電力支店訪問 

日時：2003 年 6 月 23 日（月）9：00―10：10, 12：00－13：30 

場所：支店長室 

先方：所長 Mr. Sonam Phuntso    

DOE Mr. Karma Tshewang 

当方：丹羽団長、大滝、大河原、池 

 

 先方説明の要旨は以下のとおり。 

 

y 当支店は Administration, Technical, Account, Metering, Billing, のセクションに分かれており、

料金収受の窓口もあって Punakha 県内の配電設備の維持・管理と電力営業を行なっている。総勢 16

名、配電線の保守はラインマン 4、監督 1、臨時 4 の 9 名で行なっており、今後設備が増加しても人

員増は期待できない状況にある。顧客数は 1788 で地方部（Rural）は 860、残りは町中（urban）であ

る。Rural での電力消費量は一ヶ月で 50~100kWh 程度が普通である。これに対して urban では平均 150

ｋWh ぐらい。 

y Punakha へ供給する高圧変電所は 66/33kV Lobesa 1 箇所で、配電線は第 7次 5ヵ年計画（RE‐I 着

手）以前からある 11kV2 回線 12.1km と 18km でアーバン地域に供給してきた。その内長いほうの 1回

線は容量不足になり太線化(25sqmm→100sqmm)を計画している（300 万ドル予算）。 

y 第 7次 5ヵ年（RE-I）により 33kV 1 回線（19.6km、150sqmm）を新設し、ルーラル地域に供給してい

る。現在第 8 次 5 ヵ年（RE‐II）により 33kV 配電線を既設線から分岐延長する建設工事が当事務所

とは別の建設部門の担当で進められている。80％建設が進んでいるが完成は当初 6月を目標としてい

たが、12 月になる見込みである。遅れる原因の一つとして、作業員が農繁期には集まりにくくなるこ

とが挙げられる。RE-III で既設線の末端から、及び RE-II で建設中の線路の途中から分岐線を延長す

る計画がある。 

y 問題点として次の点が挙げられる。RE-I で新設の 33kV 線路は途中に開閉器が無く変圧器の高圧側に

フューズ設置されている。変圧器側の故障の時は問題ないが、線路故障の時は末端故障でも全線が長

時間停電となってしまう。途中に開閉器を付けたが動作が充分でない。 

y 従来水力発電所も含めた系統のロス率は 30％以上と見られていたが、高圧変電所からの引出し口に積

算計器をつけた結果、ロス率は 10％以下であることが分かった。 

y 電気料金制度が変わって従来のような家庭用、商業、産業用等の分類から電圧区分になった。 

y 線路の接続系統図を入手。 
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y Punakha Dzongkhag には 9の Gewog と 66 の村があるが、RE-3 の終了時点で 41 の村が電化され、6Gewog

は完全電化される。のこりの 3Gewog、RE-3 後も無電化となる 25 村について、その名前や概略地図等

のデータを FAX で DOE へ送る。（後日入手） 

y （環境に係る O/M 上の問題について）過去に日本によるマイクロ水力プロジェクトがあり、送電線の

クリアランスを確保するために、周辺樹木の伐採を行う必要が生じた。100 平米程度の伐採であり、

IEE 文書を作成して地域 NEC 事務所に許可を求めたが、森林保護上の理由により許可されなかったと

いう例がある。 

 

Punakha 県庁管理局局訪問 

日時：2003 年 6 月 23 日（月）10：30～11：40 

場所： コミッショナー室 

先方：コミッショナー（県開発のトップ）Mr. Dawa Tshering 

        Mr. Tashi Dargey 

BPC Punakha 所長 Mr. Sonam Phuntso    

DOE Mr. Karma Tshewang 

当方：丹羽団長、大滝、大河原、池 

 

先方説明の要旨は以下のとおり。 

 

y 電化には多くの期待を持っている。第 9 次 5 カ年計画後も無電化村が 20－25 くらい残るが、遠隔

地なのでなかなか配電線路が伸ばせない。 

y 電力に関しては県に権限は無く、電力支店長が郡長の希望を取りまとめて中央に申請が出される。

道路も同じように中央集権的になっている。農道については県で実施できる。 

y 電化の際に配慮が必要な事項は以下のとおり。 

y 土が崩れやすい構造になっていて、過去の事故でポールの基礎が流され電線が垂れ下がって感電し

た話も聞いた。基礎の構造に気をつけてほしい。道路でも同じだが、ネットワークを奥地まで延長

する際には、根っこの部分に問題が原因となり、全体の信頼性を損なわないように気をつけなけれ

ばならない。 

y Dzongkhag には Planning Officer がいるが電気のことは詳しくない。地図は正確なものは持って

いない。内務省などで探して欲しい。未電化の村を調査するという場合には Gewog のリーダー達に

聞けばよい。（Gewog リーダーがコミッショナーのところに集まる会議はしばしば開催されている模

様）  

y （地域における環境脆弱域について）Park Area があるが、中央で指定されたもの以上に特別なも

のはない。 

 

貿易産業省エネルギー局との面談 
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日時：2003 年 6 月 24 日（火）10:00～11:00 

場所：Ministry of trade and industry 

先方：Karma P. Dorji 

当方：大瀧、立松 

 

RE-3 の内容について不明確な点について質した。その回答は以下のとおり。 

 

y 通常、RE-3 という場合、第 9 次 5 カ年計画(15,000 戸)のなかの ADB による RE の第 3 期（8,000

戸）という意味になる。オランダのグラントによる RE(3,000 戸)は第 2 期なので SDS RE-2, オ

ーストリアの RE（1,000 戸）は第 3 期なので ACB RE-3 と表現すれば正確である。 

y ADB RE-3 については、第 8 次 5 カ年計画の中で DOE 資金によって pre-FS を行った。これを実施

したのはローカルコンサル(Norlha)である。ここでは 17,000 戸の現地調査を行った。そのなか

から、15,000 戸が選ばれた。また、当時の DOP のスタッフがこの 15,000 戸への配電計画解析に

ついて MiPower のプログラムを使用した解析を行った。 

y 続く F/S は ADB 資金で行われ、受注したのは豪州の SMEC であり、Norlha をローカルコンサルと

して活用。15,000 戸について技術検討、経済性評価、環境評価などを実施調査し、最終的に ADB

資金枠($10million)に対応する 8,000 戸を選定済み。なお、ADB ローンに対応する内貨分として

ブータン政府は$3.4million を支出予定。 

y ADBの8,000戸は8Dzongkhag (Chhuka, Lhuntse, Mongar, Pemagatshel, Punakha, Samtse, Sarpang, 

Trashigang) の部分である。SDS は Paro, Samdrup Jongkha, Trashi Yangtse, Zhemgang, Gasa, 

Wangdi Phodrang の 6Dzongkhag（Wangdi Phodrang については半分のみ）、ACB は Ha と Thimphu

というように Dzongkhag 単位で色分けしている。残る Dagana, Tsirang, Trongsa, Bumthang に

ついてはドナーが決まっていないが、この地域では配電系統の前提となる送電系統の工事がまだ

終わっていないので、いずれにせよ RE の工事は後年度となる。 

y load flow analysis について、5Dzongkhag については MiPower を使って SMEC が行ったが、残り

15 Dzongkhag は SMEC が完了できないため BPC が分担することになっている。しかし、データの

不足やスタッフが忙しいため遅れ気味である。本年 12 月までには完成予定。この作業は工事の

implementation 段階で技術的な確認をおこなうために必要であり、今のところはなくても支障は

出ない。 

 

BPC および DOE とのジョイントミーティング 

日時：6 月 24 日（火）11：00～13:00  

場所：Bhutan Power Corporation 

先方：Mr. Jigme Tobgyel : Manager, Planning BPC  

Mr. K. B. Wakhley: General Manager, Development & Construction Dept. BPC  

Mr. Tenpa Gurme : Senior Manager Development & Construction Dept. BPC  
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Mr. Tenjing Yonten: General manager Customer Services Department BPC 

Mr. Sunil Rasaily : Engineer Customer Services Department BPC 

Mr. Karma P.Dorji : Project Manager Planning & Coordination Division DOE   

Mr. Karma Tshewang : Assist Engineer Planning & Coordination Division DOE 

当方：調査団全員 

 

 BPC と D0E のジョイントミーティングを実施し、既存施設および RE-3 におけるネットワーク解析の状況お

よび地域における配電システムの信頼性について協議した。主な協議・確認結果及び先方発言の要旨は以下

のとおり。 

 

1．BPC の所有する GIS マップと系統の GIS 化 

会議の開始に先立ち、BPC の所有する送配電網 GIS マップのデモンストレーションが行われた。 

y 送配電網については RE-1 までの GIS 化が行われているが、BPC は GIS 化に係る経験および専門知識

がなく、これ以降の GIS 化については JICA による技術トレーニングを希望する。また、過去の配電

網データについても GPS 等の調査によるものではなく、正確な位置確定や距離測定がおこなわれて

いないことから、GPS 等を用いた調査によるアップデートが必要と考える。 

y 配電網情報として、行政界、地形、道路、送配電線およびトランスフォーマーの位置および仕様等

がおおまかに入力されている。RE-1 終了までのデータが入力されているが、不正確であるため本調

査で GIS 技術を習得し、既存設備の GIS 化を図って行きたい。 

y GIS 化および GPS 調査の技術移転/トレーニングについては、JICA 本格調査団が 1県（ゾンカク）に

ついて技術移転を行ってもらえれば、残りについては BPC 側で実施可能である。調査は 4・5人で手

分けして行えば一県について 2・3日で終了する見込みである。但し、GIS 化については、機材上の

問題がある。GIS ソフトとしての Arc GIS はあるが、多人数で作業を行うためには、キーを追加購

入する必要がある。また、GPS やラップトップコンピュータ等も必要となる。これらについては、

JICA で供与できるか検討をお願いしたい。 

y GPS については、BPC は専門知識がなく、必要な仕様を JICA で検討してもらいたい。携帯 GPS のよ

うな簡易のものでは精度が不足するため難しいのではないかと考えている。効率的な調査実施のた

めには、GPS の台数は 4・5 台必要と考える。 

y 基礎となる地図情報は MoA（Ministry of Agriculture）より提供された land use map (40m コンタ

ー)が用いられている。ブータン全域についてカバーされている。 

 

2．Network Diagram, Load flow analysis 

y （電化地域におけるネットワークダイアグラムの BPC 本部における把握状況について）手書きのダ

イアグラムについては、全ての県について本部にデータが存在している。デジタル化等のアップデ

ートについては、既存のもの(RE-1)まではおおまかに行われているが正確でない。このため本格調

査団が来た時に GIS 技術を学び、全面的な GIS 化を図る。なお、GPS 機器はどういうものがいいの
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か教えて欲しい。GPS 機器、GIS ソフトともに不足している。 

y （RE-3 についての Load flow analysis について）RE-3 に係るロードフローアナリシスについては

残っている部分を BPC が実施する。RE-3 の解析については基礎データの不足のためこれまで実施で

きなかったが、報告書があがってきたため、10 月～11 月には完了する。但し、解析は配電網につい

てのものであり、送電網に係るものではない（RE-3 の解析については、本格調査実施上重要な前提

となることから、確実なスケジューリングによる早期完了を改めて要求した）。 

y （解析に用いるソフトウェアについて）BPC はインド製の MIPOWER を使用している。既に 12 人の社

員にトレーニングを受けさせたところであり、ソフトの導入に当たっては充分な検討と議論を行っ

てきたため、MIPOWER 以外のソフトでの解析は考えていない。MIPOWER 使用に係るキーは現在一つあ

るが、本格調査において多人数で使用するためには、新たにキーの購入が必要となる。BPC では最

新バージョンの追加購入を検討中だが、予算が厳しいので（必要であれば）JICA 調査団で購入して

もらえるとありがたい。この場合、BPC 名義で買えばディスカウントを受けられるので有利。(最初

の一本は 1millionNu（250 万円）だが、2本目以降は 50,70,75%(以降一定)の割引が受けられる。)  

y BPC の人員上の余裕がないため、JICA 本格調査における解析や GIS マップ作成を BPC が行うことは

難しい。（これに対して未電化村落のデータ入力は外部委託の予定であることを説明したところ、そ

れであれば作業負担が大幅に減るため協力できるという意見が出た。） 

 

3．システムの信頼性 

y Punakha 電力事務所からのヒアリングにおいて RE-1 で設けられた既存の 33kV 配電線はライン途中

に開閉器がなく、線路故障の場合に全線に影響が出るという情報が得られている。同様の問題が、

他県の配電線についても予想される。マスタープランは既存の配電線の延伸を前提とするものであ

り、これらの問題が計画上のボトルネックになる可能性があることが、調査団から指摘された。こ

れに対して BPC より、必要な部分については、開閉器を設置して改善を行っている旨の説明がなさ

れた。 

 

Survey of Bhutan との面談  

日時：2003 年 6 月 24 日（木）14：30～15：30 

場所：Mr. Shankar 執務室 

先方：Mr. Shankar Sharma, Digital Mapping Deputy Survey Engineer  

    Mr. Karma P Dorji, Project Manager Planning & Coordination Division DOE  

当方：大瀧、立松 

 

GIS マップの提供可能性について質問したところ、以下の回答を得た。 

 

y 35 枚完成している。これは使用許可を取ってもらった後に有償で提供できる。 

y 許可は DOE 局長名で要請書を出してもらい、目的外使用の禁止などの協定書を結んでもらう。価格
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は一枚 15,000 Nu(約 300 ドル)程度である。政府組織間のやりとりなので提供は問題ない。価格も

交渉できるだろう。 

y 原則として国外への持ち出しは禁止である。（ただし、完全には防げない） 

y GIS 作業には大型のモニターが必要である。21 インチまたは 24 インチ。 

y 1:50,000 の作業であれば GPS は GAARMIN など市販のもので十分。 

y 新しい居住地や道路などの情報について人口が多い地域を中心に 10 年ごとに見直しており、それ

を GIS マップにも反映させている。 

 

DOE との S/W、M/M 協議 

日時：2003 年 6 月 25 日（水）10:35～13:40 

   2003 年 6 月 26 日（木）9:00～18：45 

場所：Department of Energy 会議室 

先方：Mr. Mr. Sonam Tshering, Director DOE 

Mr. Karma P Dorji: Project Manager Planning & Coordination Division DOE  

当方：調査団全員 

 

DOE 局長との間で S/W 案及び M/M 案に基づく協議を行い、それぞれの内容については概ね合意に至ったため、

翌 6 月 27 日（金）に署名を行う方向で調整することとした。 

S/W の署名者については、日本側を調査団長、ブータン側を貿易産業省次官及びエネルギー局局長（現 BPC

社長兼務）とし、ウィットネスとしてブータン駐在員事務所長、財務省が署名することで合意した。 

 

DOE・BPC との S/W、M/M 署名 

日時：2003 年 6 月 28 日（金）9:30～11:00 

場所：Department of Energy 会議室 

先方：Mr. Karma Dorjee, Secretary, Ministry of Trade and Industry 

Mr. Sonam Tshering：Director, DOE, Ministry of Trade and Industry 

Mr. Karma P Dorji: Project Manager Planning & Coordination Division DOE  

Mr. Pema Tshewang：Officiating Director General, Department of Aid and Debt Management  

Ministry of Finance 

当方：ブータン駐在員事務所森所長、調査団全員 

 

S/W、M/M について合意に至ったため、署名を行った。 
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